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～最終処分場、理解へ努力続ける～地下水調査で不安に向き合う
　
公
益
財
団
法
人
鳥
取
県
環
境
管
理

事
業
セ
ン
タ
ー
が
米
子
市
淀
江
町
に

設
置
を
計
画
し
て
い
る「
管
理
型
最
終

処
分
場
」。約
２
年
半
に
及
ん
だ
条
例

（
※
１
）手
続
き
は
昨
年
５
月
、終
結
。

県
は
、処
分
場
設
置
に
不
安
の
あ
る
住

民
に
向
き
合
う
た
め
、計
画
地
に
係
る

地
下
水
の
流
向
や
水
質
な
ど
の
調
査

を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
条
例
手
続
き
は
、セ
ン
タ
ー
が
事

業
計
画
書
を
県
に
提
出
し
た
２
０

１
６（
平
成
28
）年
11
月
に
開
始
。

法（
※
２
）に
基
づ
く
設
置
許
可
申

請
前
に
、周
辺
住
民
の
理
解
を
促
す

と
の
条
例
の
目
的
に
沿
っ
て
セ
ン

タ
ー
は
、計
画
の
事
前
公
開
や
説
明

会
を
行
い
、住
民
か
ら
の
意
見
に
は

書
面
で
見
解
を
提
示
。結
果
、地
元

関
係
６
自
治
会
の
う
ち
４
自
治
会

か
ら
は
お
お
む
ね
理
解
を
得
ら
れ

ま
し
た
。２
自
治
会
の
住
民
の
中
に

は
理
解
が
得
ら
れ
な
い
事
項
も
あ
っ

た
た
め
、17（
同
29
）年
、２
自
治
会

他
一
部
の
住
民
と
セ
ン
タ
ー
か
ら
県

に「
意
見
調
整
申
出
書
」が
提
出
。

県
は
９
回
に
及
ぶ
会
議
で
住
民
と

セ
ン
タ
ー
の
合
意
形
成
に
努
め
た
も

の
の
、折
り
合
い
は
付
き
ま
せ
ん
で

し
た
。こ
れ
を
受
け
、鳥
取
県
廃
棄

物
審
議
会（
※
３
）は
県
に
、セ
ン

タ
ー
の
対
応
を
十
分
と
し
つ
つ
も

「
意
見
の
乖
離
か
ら
住
民
の
理
解

を
得
る
こ
と
は
困
難
、意
見
調
整
の

終
結
事
由
に
該
当
」と
意
見
。一
連

の
手
続
き
は
昨
年
５
月
、終
結
し
ま

し
た
。

　

今
回
、合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
大

き
な
ポ
イ
ン
ト
は
、処
分
場
が
地
下

水
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
か

と
い
う
住
民
の
不
安
。計
画
地
周

辺
の
地
下
水
流
向
や
水
質
な
ど
の

調
査
は
セ
ン
タ
ー
が
既
に
実
施
し
、

影
響
は
な
い
と
の
結
果
は
示
さ
れ
て

い
ま
す
が
、こ
の
点
は
こ
れ
ま
で
県

議
会
で
も
大
い
に
議
論
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
。11
月
定
例
県
議
会
に
、県

と
し
て
地
下
水
の
流
向
や
水
質
な

ど
の
調
査
を
実
施
す
る
予
算
を
提

案
し
、議
員
の
賛
同
を
得
て
全
会
一

致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
調
査
は
、学
術
的・中
立
的

に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。そ
の
た
め
、こ
れ
ま
で
本
件
に
関

わ
っ
た
こ
と
の
な
い
、地
下
水
、地

層
・
地
質
の
調
査
・
分
析
に
日
本
で

（※１）鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例
（※２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（※３）条例により設置された審議会で、住民への周知や意見調整を行った結果の状況などについて審議する。

建設が計画されている産廃処理施設の概要
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〈汚染防止対策〉
　埋め立て底面と法面には、国の基準以上の多重遮水
に加え、万が一に備えて破損箇所を速やかに検知する
電気的漏えい検知システムを設置。さらに、処分場周辺
の地下水モニタリングで安全を確認。

【遮水構造】

〈底面部〉

〈法面部〉

【電気的漏えい検知システム】

保護土 厚さ50㎝

厚さ50㎝

遮光マット

保護マット
遮水シート

遮水シート
保護マット
遮水シート
保護マット
下地地盤

保護マット
ベントナイト混合土

保護マット
遮水シート
保護マット
基礎地盤

（下地地盤）

検知！

電流電極

測定電極（電極設置例）

廃棄物

埋め立て面積
埋め立て容量
計 画 期 間

約21,500㎡
約25.7万㎥
埋め立て約37年・維持管理約10年
◆管理事務所
施設管理と受付検査を実施
（積荷内容のチェック）

運搬経路

集水ピット集水ピット

遮音壁

廃棄物は検査の上
で、国基準に適合した
もののみ受け入れ

遮音壁

地下水
観測井戸

フェンス

土えん堤

土えん堤

浸出水集排水管

通気管

地下水
観測井戸

地下水
観測井戸

地下水
観測井戸

淀江方面

尾高方面

県
道
尾
高
淀
江
線

【覆土仮置場】

◆遮水構造
遮水シートなどにより浸出水
の地下漏水を防止

も
権
威
の
あ
る
有
識
者
に
よ
る「
鳥

取
県
淀
江
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

計
画
地
地
下
水
等
調
査
会
」を
設

置
。同
調
査
会
が
示
す
方
法
で
調

査
を
実
施
し
、そ
の
結
果
を
調
査

会
が
公
平
中
立
的
に
検
証
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

県
道
尾
高
淀
江
線

通気管

遮音壁

地下水
観測井戸

【覆土仮置場】

土えん堤

浸出水集排水管
フェンス

地下水
観測井戸

尾高方面

地下水
観測井戸

淀江方面

土えん堤

地下水
観測井戸

◆水処理施設
浸出水を高度処理し放流
先河川の汚染を防止

か
い
り
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県庁循環型社会推進課（計画に関すること）
☎0857-26-7681　  0857-26-7563
県庁淀江産業廃棄物処理施設計画審査室
（地下水調査・調査会に関すること）
☎0857-26-7498　  0857-26-8189

問
F

F

シリーズ 産廃処分場について考える 3

（参考：（公財）鳥取県環境管理事業センター「淀江産業廃棄物管理型
最終処分場 事業計画【概要版】（条例説明会資料）」）

　2019年11月定例県議会で交わされた議論
の一部を紹介。議事録はウェブページで確認
できます。
http://www.db-search.com/
tottori/index.php/

■地下水に対する住民の不安
　住民の皆さまにもきちんとした判断材
料を提供するために、県が有識者で構成
される地下水等調査会を設置し、中立的
かつ公平公正に、地下水の流向や水質な
どの調査を行います。

■地下水や地質などの調査
　調査手法や範囲、期間などについては、
調査の中立性・専門性を確保するため、調
査会に委ねます。調査会の運営には地下
水や環境への影響に関する土木・衛生関
係の技師などで構成する事務局を設置し
ました。

■調査会の委員選定
　環境省ガイドラインなどの地下水流向
の推定方法に基づく調査解析を行うこと
ができる、４つの専門分野（水文学、水理
地質など）の学識者５人を選定しました。

■調査会の議事運営
　調査会で用いる資料は委員の考えを聞
きながら、新たにボーリングや踏査などを
行って得られる地質・地層・地下水などの
データやこれまでの知見を含め、幅広く収
集。議会での議論や問題意識も事務局か
ら調査会に伝え、運営を委ねます。

■調査会の会議・議事録の公開
　調査会は、委員が落ち着いた環境で公
正公平に議論できる方法で公開し、調査
会委員の考えに基づいて実施します。議
事録は個人情報など非公開事項を除き、
全て公開します。

条例手続き終結までの経緯

2020.39

2016年

17年

18年

19年

〈水処理システム〉
　ゲリラ豪雨時も適切に処理
できる施設を整備。浄水処理の
中でも最も除去・分離能力が高
く、海水から飲料水を作る方法
としても利用されている「逆浸
透膜」処理を行います。

雨水

浸出水
廃棄物

覆土

集水ピット

保護土

遮水構造

集排水管
（浸出水）

埋立地

水処理施設

浸出水調整槽
（一時貯留）

防災
調整池

農業用水
排水路塩川

逆浸透膜
活性炭吸着
＋
砂ろ過
凝集沈殿
生物処理

（断面イメージ）

集排水管
（地下水）

すいもんがく

も
権
威
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る
有
識
者
に
よ
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廃
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（公財）鳥取県環境管理事業セン
ターが産廃処分場の事業計画書・
周知計画書を県に提出（条例手続
き開始）

○センターが住民説明会を開催
○計画地周辺住民からの意見書に
対し、センターが見解書をもって
回答
○廃棄物審議会が合意形成状況を
審議し、県に意見→「事業者から
住民への周知は十分だが、一部
の住民の理解が得られていない」

○計画地周辺住民が県に意見調整
申出書を提出

県が両者の意見を調整（～19年）

○廃棄物審議会の審議の結果、「合
意困難につき終結が妥当」と判断
○県が条例手続きの終結を決定

http://www.db-search.com/tottori/index.php/

